
倫理委員会の検討課題及びその背景について

委
員
任
期
2
年

　　宗教上の理由による輸血拒否
　　対応指針について検討

精神科病院版患者権利章典
について検討

前
期
1
年

後
期
1
年

検討スケジュール

　

　

【委員構成】

・都立病院に共通する重要な倫理問題を検討

　

東京都立病院倫理委員会

これまでの検討

「倫理委員会のあり方について」

「都立病院の患者権利章典」

年度 報告書

平成6年 「宗教上の理由による輸血拒否への対応について」

平成8年

平成13年 「末期医療のあり方について」

平成13年

平成19年 「都立病院の子ども患者権利章典」

　
　
　子ども患者権利章典策定後、精神病院版患者権利章典
　の検討に移る旨を委員会で説明

血を体内に取り入れることは神の律法に反するという信条を
持つ宗教団体「エホバの証人」の信者が、診療の際、輸血や
輸血を伴う手術を拒否すること。

宗教上の理由による輸血拒否とは

・広く関心を集め全国に影響
・内容及び先駆性において高い評価を得る

　

一種の児童虐待であるとの意見もあり

親権者職務停止、職務代行者選任を認める判決

関連5学会が未成年への輸血を重視したガイドラインを策定

　都指針と学会ガイドラインでは未成年の
　対応が異なり救命に差が生じる。

ダブルスタンダード化への危惧

　学術的進歩・社会情勢の変化に対応し、
　一定期間の経過に伴う見直しが必要。

時間経過に伴う改定の必要性

医　療　分　野 1名

看　護　分　野 1名

法　律　分　野 1名

哲学・倫理分野 1名

社　　会　　学 1名

著　　述　　家 1名

患者NPO団体 　1名

都立病院関係者 3名

　

　
宗教上の理由による輸血拒否に関する指針の改定

都立病院からの検討要望

精神病院版患者権利章典の策定

当初の予定

同時平行での検討は負担が大きい

都立病院からの要望が強い宗教上の理由による
輸血拒否に関する指針の改定を前期に、精神病院
版患者権利章典の検討を後期に行う。

優先順位の決定

宗教上の理由による輸血拒否　指針改定の要望 倫理委員会の進め方

【任期：2年】

都が全国に先駆けて宗教的輸血拒否に関する指針を策定

平成6年4月

医療現場で混乱

平成17年、18年

平成20年2月

親が自己の宗教的信条により子どもの輸血を拒否

児童虐待に対する社会的関心の高まり

時間の経過に伴う社会環境の変化

都立病院からの指針改定要望

資料３－２


